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ライフプランを考えるときに知っておきたい話題を取り上げて解説します

資
産
運
用
に
よ
る

個
人
の
所
得
倍
増
を
目
指
し

変
わ
る
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ

　

家
計
の
観
点
か
ら
注
目
す
べ
き
、
令
和
５
年
度

税
制
改
正
の
一
つ
目
は
、
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
関
連
で
す
。

　

岸
田
総
理
大
臣
は
、
資
産
運
用
に
よ
る
所
得
倍

増
を
実
現
す
る
政
策
を
打
ち
出
し
、
令
和
５
年
度

税
制
改
正
で
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
抜
本
改
正
を
し
ま
し
た
。

　

光
熱
費
や
食
料
品
を
中
心
に
物
価
上
昇
率
が
年

率
５
％
に
迫
ろ
う
と
し
て
お
り
、
家
計
の
貯
蓄
を

普
通
預
金
に
し
て
お
け
ば
、
目
減
り
す
る
時
代
で

す
。
少
し
で
も
利
率
の
高
い
運
用
が
求
め
ら
れ
て

お
り
、
こ
れ
ま
で
株
式
や
債
券
等
に
投
資
し
て
こ

な
か
っ
た
方
や
投
資
の
知
識
が
な
い
と
い
う
方
も
、

こ
れ
を
機
に
手
軽
に
運
用
で
き
る
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
で
の

投
資
を
検
討
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
はN

ippon Individual Savings 
A

ccount

の
略
称
で
、
正
式
に
は
少
額
投
資
非
課

税
制
度
と
言
い
ま
す
。
個
人
が
少
額
か
ら
投
資
で

き
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
に
創
設
さ
れ
た

税
制
優
遇
制
度
で
す
。
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
口
座
で
投
資
を

す
る
と
、本
来
で
あ
れ
ば
課
税
さ
れ
る
は
ず
の
株
式

NISAの恒久化、併用可への制度変更により個人の資産運用による所得倍増
を後押し。また、父母・祖父母から家計における資金ニーズの高い子・孫へ
の資産移転を促すべく、相続時精算課税制度に基礎控除を創設。

家
計
の
観
点
か
ら
知
っ
て
お
き
た
い

令
和
５
年
度
税
制
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

　

令
和
６
年
１
月
１
日
か
ら
の
制
度
で
は
、
つ
み

た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
と
一
般
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
合
計
非
課
税

投
資
枠
が
３
６
０
万
円
と
さ
れ
ま
す
。
つ
み
た
て

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
つ
み
た
て
投
資
枠
と
し
て
年
間
投
資

枠
が
１
２
０
万
円
と
さ
れ
、
20
年
間
だ
っ
た
非
課

税
保
有
期
間
が
無
期
限
と
な
り
ま
す
。

　

一
般
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
成
長
投
資
枠
と
し
て
年
間
投

資
枠
２
４
０
万
円
と
さ
れ
、
つ
み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ

と
同
様
に
保
有
期
間
は
無
期
限
と
な
り
ま
す
。
そ

の
両
方
を
併
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

た
め
、
年
間
投
資
限
度
額
が
３
６
０
万
円
と
な
り

ま
す
【
図
表
１
】。

　

た
だ
し
、
合
計
の
非
課
税
保
有
限
度
枠
は

１
８
０
０
万
円
と
な
り
、
こ
の
う
ち
１
２
０
０
万

円
が
成
長
投
資
枠
の
限
度
と
な
り
ま
す
。

　

つ
み
た
て
投
資
枠
は
、
長
期
の
国
債
や
社
債
な

ど
比
較
的
安
全
性
の
高
い
債
券
や
株
式
投
資
信
託

で
運
用
さ
れ
ま
す
。一
方
、成
長
投
資
枠
は
上
場
株

式
や
投
資
信
託
な
ど
成
長
性
の
高
い
商
品
に
投
資

さ
れ
ま
す
。し
か
し
、
投
資
に
伴
っ
て
投
資
時
点

や
解
約
時
及
び
一
定
期
間
ご
と
に
手
数
料
の
支
払

い
が
発
生
し
ま
す
し
、
元
本
割
れ
す
る
こ
と
も
あ

や
債
券
か
ら
受
け
取
る
利
息
と
配
当
、
こ
れ
ら
を

売
買
し
た
時
に
得
た
利
益
も
非
課
税
と
な
り
ま
す
。

　

成
人
が
利
用
で
き
る
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
は
「
つ
み
た

て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
」
と
「
一
般
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
」
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
２
つ
は
、
年
間
投
資
枠
、
非
課
税
保
有
期
間
、

投
資
対
象
の
商
品
等
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。

　

つ
み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
そ
の
名
の
通
り
、つ
み
た

て
方
式
に
よ
り
投
資
す
る
制
度
で
す
。
年
間
投
資

枠
は
40
万
円
で
、20
年
間
継
続
し
て
投
資
で
き
、投

資
対
象
の
商
品
は
長
期
の
積
立・分
散
投
資
に
適

し
た
一
定
の
投
資
信
託
で
す
。２
０
２
２
年
６
月
末

時
点
で
、
６
３
９
万
口
座
が
開
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
般
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
年
間
１
２
０
万
円
ま
で
の

投
資
枠
で
、
５
年
間
継
続
し
て
投
資
で
き
、
投

資
対
象
の
商
品
は
投
資
信
託
の
ほ
か
に
、
株
式

も
含
ま
れ
ま
す
。
２
０
２
２
年
６
月
末
時
点
で
、

１
０
６
５
万
口
座
が
開
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

つ
み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
と
一
般
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
併
用

す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
い
ず
れ
か
一
方
を
選
択
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
令
和
５
年
度

税
制
改
正
で
、
現
行
の
制
度
は
令
和
５
年
12
月

31
日
ま
で
で
終
了
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

[ いまなか・きよし ]
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【図表１】NISAの制度変更

つみたて投資枠 成長投資枠
非課税保有期間注1 無期限化 無期限化

年間投資枠 120万円 240万円
投資対象商品 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 上場株式・投資信託 等注3

非課税保有限度額注2 1,800万円
1,200万円 ※1,800万円の内1,200万円まで

口座開設期間 恒久化 恒久化

現行制度との関係
令和５年末までに現行の一般NISA・つみたてNISA制度において投資した商品は、
新しい制度の外枠で、現行制度における非課税措置を適用
※現行制度から新しい制度への非課税枠の移管はできない

つみたてNISA 一般NISA

非課税保有期間 20年間 5年間
年間非課税枠 40万円 120万円

投資可能商品 長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託
※金融庁の基準を満たした投資信託に限定 上場株式、ETF 等

買付方法 積立投資のみ 通常の買付、積立投資

備考 一般NISAとつみたてNISAは年単位で選択制

り
ま
す
の
で
、
リ
ス
ク
も
認
識
し
て
お
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

相
続
税
・
贈
与
税
の

改
正
と
対
策

　

今
回
の
税
制
改
正
の
も
う
一
つ
の
注
目
点
は
、

相
続
や
贈
与
に
関
す
る
改
正
で
す
。

１
） 

暦
年
課
税
の
相
続
開
始
前
３
年
以
内
の
加
算

を
７
年
以
内
の
加
算
に
延
長

　

相
続
税
の
申
告
の
際
に
は
、
被
相
続
人
が
死
亡

し
た
時
の
財
産
総
額
に
、
死
亡
の
日
以
前
３
年
間
、

相
続
で
財
産
を
取
得
し
た
人
が
、
被
相
続
人
か
ら

贈
与
を
受
け
て
い
た
財
産
を
加
算
し
て
、相
続
税
が

計
算
さ
れ
ま
す
。こ
の
時
に
は
、暦
年
課
税
（
１
月

１
日
～
12
月
31
日
の
課
税
）に
よ
る
贈
与
税
の
基
礎

控
除
分
１
１
０
万
円
も
加
算
さ
れ
ま
す【
図
表
２
】。

　

今
回
の
改
正
で
は
、
資
産
家
の
方
が
贈
与
税
の

基
礎
控
除
分
を
利
用
し
て
、
多
く
の
財
産
を
生
前

に
贈
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、
相
続
税
を
節
税
し
て

い
る
こ
と
が
問
題
だ
と
し
て
、
加
算
す
る
期
間
が
、

令
和
６
年
１
月
１
日
以
後
の
贈
与
か
ら
、
死
亡
の

日
以
前
７
年
間
に
延
長
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
延
長
さ
れ
る
４
年
分
に
つ
い
て
は
、
こ

の
期
間
の
加
算
対
象
額
か
ら
、
総
額
で
１
０
０
万

円
を
控
除
さ
れ
ま
す
。

２
）
相
続
時
精
算
課
税
制
度
に

　
　
１
１
０
万
円
の
基
礎
控
除
を
創
設

　
「
相
続
時
精
算
課
税
制
度
」
と
は
、
原
則
60
歳

以
上
の
父
母
ま
た
は
祖
父
母
な
ど
か
ら
18
歳
以
上

■ 令和5年12月31日までの制度

■ 令和6年1月1日からの制度

注１）非課税保有期間の無期限化に伴い、現行のつみたてNISAと同様、定期的に利用者の住所等を確認し、制度の適正な運用を担保
注２）利用者それぞれの非課税保有限度額については、金融機関から一定のクラウドを利用して提供された情報を国税庁において管理
注３） 金融機関による「成長投資枠」を使った回転売買への勧誘に対し、金融庁が監督指針を改正し、法令に基づき監督・モニタリング

を実施

併用可

選択制

変更

出典：金融庁HP「NISA特設ウェブサイト」より一部改変（https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/index.html）

変更
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制
度
の
活
用
を
進
め
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
今
回
の
改
正
で
は
、
相
続
時
精
算
課

税
制
度
に
１
１
０
万
円
の
基
礎
控
除
を
設
け
ま
し

た
。
こ
の
改
正
に
よ
り
、
贈
与
者
が
亡
く
な
り
相

続
が
発
生
し
た
時
に
加
算
す
る
累
積
贈
与
額
に
、

毎
年
１
１
０
万
円
の
基
礎
控
除
部
分
を
加
算
し
な

い
で
よ
い
と
す
る
こ
と
で
、
こ
の
制
度
を
利
用
し

や
す
く
し
ま
し
た
【
図
表
２
】。

３
） 

１
１
０
万
円
の
基
礎
控
除
を
活
用
す
る
に
は

暦
年
課
税
よ
り
相
続
時
精
算
課
税

　

今
回
の
税
制
改
正
を
受
け
、
贈
与
は
ど
の
よ
う

に
考
え
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

基
礎
控
除
の
贈
与
だ
け
を
活
用
し
よ
う
と
す
る

人
に
と
っ
て
は
、
令
和
６
年
１
月
１
日
以
後
の

贈
与
に
つ
い
て
は
、
相
続
時
精
算
課
税
を
選
択
す

れ
ば
、
相
続
開
始
前
７
年
間
の
毎
年
１
１
０
万
円

分
の
贈
与
を
相
続
財
産
に
加
算
し
な
く
て
も
よ
く

な
り
ま
す
の
で
、
暦
年
課
税
を
選
択
す
る
よ
り
も

有
利
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
財
産
総
額
が
多
く
、
相
続
税
の
累
進

税
率
の
高
率
部
分
ま
で
適
用
し
て
課
税
さ
れ
る
方

に
と
っ
て
は
、
暦
年
課
税
を
利
用
し
て
高
い
負
担

割
合
の
贈
与
税
負
担
で
あ
っ
て
も
、
相
続
税
の
適

用
最
高
税
率
よ
り
低
け
れ
ば
こ
れ
を
活
用
す
る

ほ
う
が
有
利
な
場
合
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
も
っ
と

も
、
相
続
開
始
前
か
ら
７
年
間
分
は
す
べ
て
相
続

税
の
課
税
対
象
に
取
り
込
ま
れ
ま
す
の
で
、
相
当

早
く
か
ら
実
行
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
果
は
低
く

な
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

相続時精算課税を選択した場合
●  贈与時に、軽減・簡素化された贈与税を納付する。
　（累積贈与額2,500万円までは非課税。2,500万円を超えた部分に一律20％課税される）
　※暦年課税のような基礎控除はない。
　※財産の評価は、贈与時点での時価で固定される。
　（土地・建物が災害で一定以上の被害を受けた場合は、相続時に再計算される）
●  相続時には、累積贈与額を相続財産に加算して、相続税が課税される。
　（納付済みの贈与税は、相続税から税額控除され、赤字の場合は還付される）

選択前の贈与
（暦年単位で課税）

相続時精算課税制度を選択後の贈与 相続

毎年、110万円まで課税しない
（暦年課税の基礎控除とは別途措置）

相続財産

この部分に相続税を
一体的に課税

この年に相続時精算
課税制度を選択

相
続
時
精
算
課
税
制
度
を
選
択
後
に
受
け
取
っ
た

贈
与
財
産
を
す
べ
て
加
算
し
て
相
続
税
が
課
税
さ

れ
る
た
め
、
あ
ま
り
利
用
が
進
ん
で
い
ま
せ
ん
で

し
た
。

　

政
府
は
、
相
続
時
精
算
課
税
制
度
を
利
用
し
て

贈
与
者
の
財
産
を
生
前
に
次
世
代
へ
移
転
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
資
金
を
有
効
に
活
用
し
、
経
済
の

活
性
化
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
こ
の

の
子
ま
た
は
孫
な
ど
に
対
し
、
財
産
を
贈
与
し
た

場
合
に
選
択
で
き
る
贈
与
税
の
制
度
で
、平
成
15
年

に
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

相
続
時
精
算
課
税
制
度
で
は
、
累
計

２
５
０
０
万
円
ま
で
贈
与
時
に
贈
与
税
が
課
税
さ

れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、相
続
時
精
算
課
税
制
度
に
は
、

暦
年
課
税
に
あ
る
１
１
０
万
円
の
基
礎
控
除
が
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
贈
与
者
が
死
亡
し
た
際
に
、

　●  毎年、110万円までの基礎控除を創設変更点

総額100万円
まで相続財産に

加算しない

それ以前の贈与
（暦年単位で課税）

延長４年間の
贈与

死亡前
３年以内
の贈与

相続

中略

相続財産

死亡前
３年以内

延長
４年間

加算期間が７年間に延長

この部分に
相続税を課税

●  暦年（１月1日～12月31日）ごとに、贈与額に対し累進税率を適用される。基礎控除は110万円。
●  ただし、相続時には、死亡前３年以内の贈与額を相続財産に加算して、相続税を課税。
　 （納付済みの贈与税は税額から控除される）

暦年課税を選択した場合

　●  相続財産への加算期間が７年間に延長される。
　● 延長４年間に受けた贈与については、総額100万円まで相続財産に加算しない。変更点

【図表２】暦年課税と相続時精算課税

出典：財務省『令和５年度　税制改正（案）のポイント』より一部改変


